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気づいていますか ?身の回りの化学物質。快適に

なったと言われるその陰で私たちは多くの化学物質

に暴露しています。ある日突然私たちに牙を向けて

くるかもしれません。

化学物質過敏症の人たちの会「くまもとCSの会」

を知っていますか。会では公共施設の設備等に関す

る意見書を熊本市長に提出しました。化学物質がま

ん延する現代、私たちもいつ発症するかわかりませ

ん。決して他人事と片付けられない問題です。意見

書を出された経緯やくまもとCSの会について、会

の方々に集まっていただきお話を伺いました。

(聞 き手 杉本由美子 )

■「くまもとCSの会」起ち上げ

CSと は、化学物質過敏症 (Chemical senduvity)

のことで、患者数は国内で2010年 以前には80万人か

ら100万 人と言われていたが、2012年の調査では人

口の4.4%の 560万 人にも及ぶという報告もある。ま

た化学物質に高感受性で生活に支障を感じる人は人

口の7.7%の 980万 人いるとも言われ、今後も増える

可能性がある。

患者の皆さんは、微量の化学物質に反応して、頭

痛、めまい、呼吸困難、喉の痛み、だるさなどの症

3月 号

室内空気を考慮しながらの取材風景

状が出る。それぞれが反応する物質や症状が違い、

昨日まで自宅のリビングにいたのに、ある日突然そ

こにもいられなくなり、反応する化学物質を避ける

ため車中にこもったり、さらにはそこにもいられず

山の中に行 く人もあるという。「体調不良や外出で

きないこともつらいけれども、家族や周 りにわかっ

てもらえないという孤独感が何よりつらく、精神的

に追い込まれていった」と。

2014年 12月 に熊本県難病相談支援センターに相談

し、患者会の開催をお願いしたところご理解とご尽

力をいただき、2015年 4月 に同センターの主催で第

1回化学物質過敏症患者家族会の交流会を開くこと

ができた。 5月 には第 2回交流会も開いていただけ

た。このことを機に、その後は自分たちで開こうと

「くまもとCSの会」を起ち上げた。空間中の微量

暮らしと自治 くまもと
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な化学物質にも反応するためCSの会の人たちにとっ

ては会場探しだけでも一苦労だったが、何十件もの

施設を下見したのち、今は熊本市男女共同参画セン

ターはあもにい内の一室は大丈夫ということで交流

会を開いている。毎月の交流会では、「同じ苦しみ

をもつ人と話ができ、精神的に落ち着いた」という

人や、「10年ぶりに笑うことができた」など、情報

交換だけでなく精神的にやすらぐ場所になっている。

■災害時に避難所に行けない

熊本地震の際は、体育館などの避難所には入れず、

公園や田んぼに避難したり、車の中にいたりしたが、

いつまでもいられないので怖いけれども半壊の家に

戻ったという人も多くいた。

行政が、旅館やホテルヘの避難支援もしてくれた

が、そこに泊まることも難しかった。ホテルの内装

も反応するし乗り物にも乗れない状態で、日常の生

活でも大変なのに、災害時には所謂「災害弱者」と

なることを身を以て知った。

届けられた一般の支援物資も洗剤、シャンプーな

ど臭いが強く、 トイレットペーパーも使うことはで

きなかったが、全国のCSの会や病状に理解のある

企業や個人の方からの協力もあって、 くまもとCS
の会を中心に会員たちに安全な物資を届けることが

できた。

また支援物資はもちろんのこと、病状を理解して

もらえる人が自分たち以外にもいるということが本

当に励みになり、震災を乗 り越えることができた。

こういったことが契機となって発信する必要を感

じ、対策を含めて少しずつ体験をまとめている。

■ フェスタに出展

2017年 11月 に「はあもにいフェスタ2017」 が開催

された。症状が故に他の人たちと一緒に活動できる

か、はじめは不安だったが、csの症状を理解して

もらって参加することができた。

CSのことを多くの人に知ってもらうことが目的

だが、まずは展示会場に入ってもらおうと工夫をし

た。「本当に安全で安心なものはおいしいんだよ」

と、オーガニックのクッキーとコーヒー、会員が作っ

フェスタでの展示風景。CSに ついてのパネルや各自治

体発行の香料自粛の告知などを紹介。
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来場者 に行 ったアンケー ト。良い香 りと思 われている製

品でも体調不良を感じる人が多くいた。

ている無農薬のお米や野菜 と、無添加のおいしいも

のを食べてもらった り販売 した りした。オーガニッ

クの糸を使って赤ちゃん用品まで作って販売 した。

楽しみながら知ってもらおうと、「化学物質で気

分が悪くなったことはありませんか」とアンケー ト

を取った。気分が悪くなったなど、何らかの経験を

もつ人が多く、生活のまわりに増えている強い香 り

に対してなんとなく不安を感じている人もいた。

CSは芳香剤、柔軟剤、化粧品、アロマ、シャン

プー、リンスなどに含まれる香料や、たばこの煙、

合成洗剤、建材、塗料、食品添加物、殺虫剤、残留

農薬、印刷物、化粧品などに含まれる化学物質に、

身体が過敏に反応して、頭痛、めまい、倦怠感、発

疹、呼吸困難や咳などの様々な症状が出るというこ

と。はじめはある物質に反応していたのが、それを

くり返すうちにホコリやニオイなどいろいろな物質

に反応するようになり、外出することや人と接する

ことが困難になることを説明。そして、「それは私

たちの身の回りのどこにでもあるものなので、日常
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生活の中で誰もが暴露している」「いま発症してい

ない人にも共通する社会問題であり、みんなに共通

する問題なんだよ」ということを伝えた。そして、

「あれはダメこれはダメ」という排除のしかたでは

なく、「こういうものを使えば身体にも環境にもい

いんですよ」というかたちで理解してもらうよう努

めた。

来場者数は90名 とイベントの中でも多いほうだっ

た。

■熊本市への提言

熊本市が計画しているMICEの建設に向けて、会

は意見書を提出した。「健康に影響を与える可能性

のある化学物質の使用を極力避け、室内環境につい

ても考えて欲しい。一人ひとり違うので、皆が入れ

るかどうかはわからないけど、少なくともトイレや

エレベーターに使われる材質については留意してほ

しい。患者も健常者も誰もが安心して訪れることの

できる建物を建設してほしい」などを提案した。市

は、設計事務所も交えて対応をしてくれ、一定の理

解を得たようで、「前向きに検討しましょう」と回

答した。

CSの会はただ患者としてお願いするのではなく、

提言して「一緒によくしていきましょう」という姿

勢で望んでいる。

熊本市や関係企業の方々に、CS発症者視点からの提案

を行い、話 し合いを行った。

室内環境に配慮した建物ということになれば、

MICEに対しての評価も上がる。ただ要望だけを言

うのではなく予算等まで考えて建設的に提案すると

いうことは、自,台体にとっても得るところが大きい。

建築家で会員の巻さんは「建物ができあがる前に提

言することは、自治体にとっても得だということを

知らせていきたい。これからもどんどん提案し言い

続けていく」と語った。熊本市がどこまで検討する

か未知数だが、市民参加型のモデルとなれば、県内

の他の自治体へも影響していくことだろう。

■今後の活動

巻さんは、「2003年 にシックハウス法ができたが、

国は換気扇を取 り付けなさいというだけで、建材等

の規制は 2種類のみ (ホ ルムアルデヒド、クロルピ

リホス)。 日本は規制が弱いのでこれからの子ども

達は大変なことになる。ス トップをかけたい。アト

ピーもアレルギーも環境ホルモンの問題も根っこは

一緒。住宅も昔は土や木でできていたものが、ビニー

ルや新建材の家になり、小さいときから知らない間

にいろいろな物質に暴露していて、ある日突然発症

するということになる。子ども達が′心配である。学

習障害と言われる子どもも化学物質が影響している

と言われている。この問題は患者だけの問題ではな

くなっている。孫世代にCSが増えないことを願い

活動していく」と。

共同代表の今村さんは、「震災直後から市の保健

所と連携して新規発症者の支援を行い、住宅環境の

問題や建物についても考えている。今はまだあまり

知られていない病気であるけれども、誰でもかかる

可能性がある。例え症状が出ない人であっても、化

学物質の影響は当然受けているわけなので、体にい

いとは言えない。情報や知識を共有しみんなで考え

ていく必要がある。患者だけの問題ではない。普通

は発症しないというけれど、弱い人のことやこれか

らの子どもたちのことも考える社会になってほしい。

行政と対立したり任せたりするのではなく、行政と

一緒に当事者として意見を言い、行政と一緒に進め

ていくことが大切なので、これからも声を挙げてい

きたい」と意気込みを語った。

※「くまもとCSの会」は、熊本県内の化学物質過

敏症 (CS)発症者や賛同者によって運営を行っ

ている会です。ぜひHPを訪問して見てください。

https//cs― kumamoto.jimdo.com

雉
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熊本におけるグループ補助金の問題点
熊本民主商工会 山 本 寛 幸

グループ補助金とは、「中小企業等グループ施設

等復旧整備補助事業に応募し、認定を受けた事業者

のグループに対して交付される補助金」であり、施

設 。設備の復旧費、工事費などについて3/4も しく

は1/2以 内 (補助上限15億円)の補助金を受け取る

ことができます。

認定される企業は 5つの構成 (下図を参照)になっ

ており、東日本大震災では、これまで約 1万 1,000

社に対し、約4,800億 円もの交付が決定しています。

熊本地震から1年 10か 月を迎えようとしているグ

ループ補助金の利用実態はどうかと言うと、平成29

年11月 末現在での実績は5,130件 になります。 (下図

参照)

では、実際の利用者の現状はどうなっているのか

を紹介させていただきたいと思います。熊本宇城民

商会員の末野博子さん(59)(中華レス トラン「宝友」

経営)は、2016年 4月 14日 。16日 の熊本地震により

グループ機能ごとの評価のポイント

グループ類型 ノ トイポの価評

サプライチェーン型

グループ外の企業や他地域の産業にとっての重要度など

(サ プライチェーンにおけるグループの役害]、 グループがサプライチェーンの中で提供 している特別な

製品・技術・サービス内容など)

経 済 ・ 雇 用 効 果 型
県内の経済・雇用への貢献度など

(県内における経済波及効果や雇用への貢献度、企業数、売上高、雇用者数など)

地域の基幹産業集積型

県内の一定の地域における産業の集積度及び復興・雇用・コミ

【集積度】 :地域内における産業群の重要性、必要性など

【地域貢献度】 :グ ループの事業者数、売上高、雇用者数など

ュニティ維持への貢献度など

観光サー ビス集積型
観光地や地域経済にとっての重要度及び復興・雇用維持への貢献度など

(地域内における経済波及効果や雇用への貢献度、事業者数、売上高、雇用者数など)

型街店商

地域における社会的機能 。中心的商業機能としての重要度、将来の商業集積の可能性など

(地域において、当該商店街等が担っている社会的な機能、地域において当該商店街等が有する商業拠

点としての機能、市町村のまちづくり施策における当該商店街等の位置づけなど)

グループ補助金に係る認定状況ついて

◆類型別認定状況
平成29年 11月 30日

熊本県企業復興支援室

区 分

認定前 (

公募分+
第一次+第二次
第四次公募 (前

十第三次
回認定))

グループ数

④

第四次公募分等
(今 回認定)

認定後

グループ数

①

①のうち構成
事業者数

②

うち補助金申
請予定件数

O

④のうち構成
事業者数

⑤

うち補助金申
請予定件数

⑥

グループ数

①+④=⑦

②のうち構成 |う ち補助金申
事業者数

  1請
予定件数

②+⑤=③ 10+0=⑨

類型 1

サプライチェーン型

類型 2

経済・雇用効果型
1 2 1

類型 3

地域の基幹産業集積型
7,557 1 2 1 420 7,559 4,056

類型 4

観光サービス集積型
555 555

類型 5

商店街型

合 計 5,128 2 4 2
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店舗が大規模半壊になりました。一時は落ち込み、

廃業も頭を過りましたが、息子さんの配偶者で跡継

ぎになる影野麻子さん(36)の励ましもあり、県や商

工会の説明会、民商の学習会に参加して「宇土市街

地商店街老舗のれん会」25社でのグループ認定によ

る補助金交付決定 (2016年 9月 30日 付け)を受ける

ことが出来ました。問題はそこからで、実際に補助

金を受け取るまでには、提出書類と共に相当の期間

を要してしまいます。 (以下の図参照)

末野さんの場合は、既存の建物の解体はもとより

設計 。建築に取 り組まなければなりません。さらに

補助金交付の条件として、当初2017年 3月 21日 まで

の工事完成でしたが、実際の被災地では建設 (設計)

業者がおらず、設計の段階で不備が見つかったこと

もあり、進みませんでしたが、全中連主催の経済産

業省 。中小企業庁交渉に参加し、現況を訴えた結果

「期限内に出来なくても柔軟に対応する」との回答

を引き出すことが出来ました。

また、建築と同時に資金の問題も出てきます。補

助金は、建物工事が完了した後に交付されるために、

一旦、全額払い込まなければいけません。末野さん

は建築費の高騰もあり、総額で約 1億 7,000万 円も

の費用が必要です。最初は県から「設計料などは、

補助金の対象ではない」とされるなど一進一退が繰

り返されましたが、交渉の結果、補助金の対象内に

なり、補助金分3/4を 日本政策金融公庫と銀行から、

顧安期間

約 2週構 +a+約 20日

→ ⇒ 叫

Jlに

ミ、_ ノ
X量画A割二菫翼がある場貪

簗璽憶趣軍磨戦

残 りの自己負担分1/4を 「公益法人 くまもと産業支

援財団」から借 り入れる事が出来ました。 しかし、

1/4の 4,250万 円は無利子に対 して、3/4の 1億 2,750

万円は自己負担による金利が掛かってしまいます。

結果として補助金受取まで数か月間、自己負担の金

利は嵩んでしまいますが、それでも「やっと前に進

めます。建設業者 も決まり、二人で頑張ってきた結

果、ここまで来ました。先

の見えない時には、あのと

き辞めとけばとも思った り

しましたが、諦めずに頑張っ

て良かった。2018年 7月 の

新規オープンを目指 して、

メニュー作 りなどの準備作

業に入れます」と話されて

います。

地震後の解体率がやっと9o%を 超えた現在、今年

から擁壁や土地確保などの前段階を経て建設が本格

化する状況ですので、かなりの方が助成金受取まで

昔労しています。今回、お話を聞くうちに、事業再

生のためには人の気持ちが大事であり、補助金はそ

の手助けに過ぎない様に感じました。その意味にお

いて、グループ補助金制度が真の成果を挙げるまで

には、相当の時間が必要だと思います。

〆手続き4まで

、お忘れなく‖

調安薄薔 補

螂
澤

交
付

※目安期間は書類の不機・装替等に

より、前後することがございます。

末野博子 さん(59)

(中華レストラン「宝友」経営)

熊本県グループ補助金 グループ認定から補助金交付までの流れ
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最後の砦としての国民健康保険はどうあるべきか
～国保の都道府県化に触れて～

理事 戸 田  敏

2018(平 成30)年度から国民健康保険の財政運営

の責任主体が県に移り、国保は県と市町村が共同運

営することになります。昨年12月 に熊本県国民健康

保険運営協議会が開かれ、県からの最終的な案とし

て、「熊本県国民健康保険運営方針」 と合わせて

「2018年度国民健康保険事業費納付金 。標準保険料

の算定 (仮計算)の結果について」が示されました。

今年 1月 29日 には、本算定の結果が示され、今後は

この本算定をもとに市町村が国保料を決定していく

ことになります。

1)国保財政をめぐる県と市田]村の新たな関係

今回の国民健康保険制度の改革で、県が財政運営

の責任主体として中心的な役割を担うことになりま

すが、市町村は従来通り資格管理や保険給付、保険

料率の決定、賦課・徴1又、保健事業などを行います。

しかし財政運営では、県が市町村ごとの納付金を決

定し、市町村ごとの標準保険料率を算定して公表し

ます。一方市町村は、県が示した標準保険料率を参

考に自らの市町村の保険料率を決定し、賦課・徴収

を行い、納付金を県に納付します。1又納率低下など

による納付金不足の際には、市町村国保財政の安定

化をはかるために新設された財政安定化基金から貸

し付けを受けるか又は交付を受けます。

県の「運営方針」は、「市町村は、本来保険料と

して徴収すべき額を徴収できるよう、保険料 〈税〉

の賦課を行うことを基本とする」と述べているよう

に、「国民健康保険は保険だから、市町村でかかる

医療費は全てそれぞれの市町村で賄いなさい」とあ

くまでも保険原理を強調しています。

その上で、一般会計からの法定外の繰り入れを赤

字と定義し、「計画的 。段階的に赤字の解消を進め

る」として5年以内の解消を明記しています。国は、

激変緩和措置として当面3,400億円の財政支援を行

うことになっています。

2)保険料率の統一へ、激変緩和措置と

インセンティブ

保険料水準の統一の考え方については、「保険料

率を統一して、同じ所得で、同じ年齢層・世帯構成

であれば、県内どの市町村でも同じ負担率となる」

こととしていますが、「本県の一人当たり医療費の

格差が約 2倍 (平成27年度)と いう現状を踏まえ、

当面は無理な保険料水準の統一は行わない」として

います。しかし、納付金の仕組みの導入に伴う保険

料水準の急激な上昇を抑えるため、国から措置され

る調整交付金および県繰入金を重点配分することに

よって激変緩和措置を行うとしていますので、緩和

措置がなければ実際の保険料率は引き上げられてい

くということです。こうして、激変緩和措置への特

例基金の活用終了後の平成36年度時点で、統一に向

けた達成時期を検討することになっています。

また、市町村ごとの国保料収納率の目標を設定し、

日標を達成した場合には、国民健康保険給付費等交

付金 (「特別交付金」)を措置するというインセンティ

ブも考えられています。目標達成が自己目的化する

可能性も懸念されます。

3)市田]村の国保のさまざまな現状

次の表は、平成27年度国民健康保険の被保険者一

人当たりの診療費、所得、調定額、収納率、一般会

計からの繰入額、保険料対所得比の熊本県の市町村

別一覧表です。これを見れば、県下の市町村国保は、

それぞれに多くの問題を抱えており、一律にはいか

ないことがよく分かります。

被保険者一人当たりの診療費は、最高の阿蘇市の

42万 3,130円 から最低のあさぎり町の21万 8,743円 ま

で20万 4,387円 の差があります。阿蘇市はあさぎり

町の約 2倍です。

同様に、被保険者一人当たりの所得については、

最高の嘉島町 (62万 1,690円 )、 最低の津奈木町 (27

万7,262円 )と は、2.2倍の差があります。

調定額 (保険料)は、最高の球磨村 (11万 368円 )

は最低の水俣市 (6万475円 )の 1.8倍 です。

保険料収納率は、最低の熊本市は87.55%で 最高

の五木村の100%よ り12.45%下 回っています。

保険財政の赤字を埋めたり、保険料引き上げを抑

えるために一般会計から国保会計への繰 り入れを系

統的に行ってきた市町村もあれば、全く行ってこな

かった市町村もあります。平成27年 度に関して言え
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表―I 平成27年度市町村別国保被保険者一人当たり所得、診療費、調定額、収納率、繰入額、調定額所得比

¬庁田丁木寸

被保険者
総数

一人当たり
所得

一人当たり
診療費

一人当たり
調定額

収納率
(現年分 )

一般会計繰り入れ 調定額所得比
(D/B× 100)繰入額 一人当

(人)A (円 )B 順位 (円 )C 順位 (円 )D 順位 (%)E I頂位 (千 円)F (円 )G (%) 順位

嘉 島 町 2,084 621,690 1 348,638 6 83,486 9402 0 0

氷 4,562 600,179 2 328,348 78,245 9510 137,490 30,138

菊 陽 町 8,159 582,221 3 302,431 91,263 9056 0

あさぎり町 4,601 552,469 4 218,743 83211 9652 0

熊 本 市 177,588 550,824 5 297,447 93,198 8755 1,060,400 5,971

菊 池 市 14,625 544,736 6 412,524 62515 9064 44,211 3,023

西 原 村 1,887 539,734 7 336,194 81,236 9572 0

/\ .ft fr' 37,996 536,392 8 286,763 91,710 9275 0

宇 城 市 17,551 530,055 9 283,391 92,566 9580 0

阿 蘇 市 7,766 524,983 423,130 1 61,203 9059

玉 名 市 19313 520,313 285,479 9324 706,433 36578

益 城 町 8,789 512,771 333,891 91,172 9377

大 津 町 6,821 505,638 96,494 9216 50,000 7,330

合 志 市 12843 495,397 267 96,304 9335 100,000 7,786

多良木町 3,066 487,392 251,059 78,495 9211 23,687 7,726

ノ」ヽ 国 町 2,679 487,038 312,260 92,193 9594 22,000 8,212

産 山 村 485,389 326,537 92,827 9772 0

山 鹿 市 15,605 484,238 316,967 97,839 91 69 170,000 10,894 202

,吊     田『 2,853 477,380 269,666 95,382 9628 200

山 都 町 5,621 476,986 289,117 77,992     35 9530 0

南阿蘇村 3,889 463,533 393.368 67029 9073 47,300 12,163

宇 土 市 10,038 455,651 307,215 78,947     32 9248 210000 20,921

高 森 町 2,298 455,153 323,959 71,179 9437 0

本目 fa 本寸 1,296 447,064 329,805 382 91 89 2 227

苓 ヨヒ町 2,183 442,304 295,376 86,816 9898 10,000 4,581

本回 列く 田丁 3,040 437,164 276,471 90,144 9618 0 0 206

甲 佐 町 3,274 433,023 311,784 71,123 9476 0

南小国町 1,537 431,710 295,002 84,717 9413 10,000 6,506

湯 前 町 1214 423,929     29 266,453 89,335 9665 0 0

五 木 村 297 420,052 291,177 88,702 10000 1 0 0

上天草市 8,874 8,881 320,561 100,721 9446 169,352 19,084 5

美 里 町 3,125 8、 875 254,505 66,548 9704 0 0

御 船 町 5,106 6,778 282,836 79,892 9341 84,026 16,456

人 吉 市 8,810 1,177 284,011 88,957 8831 0 0

長 洲 町 4,262 392,940 313,516 98,731 9402 0 0 3

水 上 村 696 381,869 293,948 74,818 9659 0 0

南 関 町 2,720 381,230 336,862 92,338 9673 0 0 242
玉 東 町 1,625 370,822 316,743 83,487 9497 8 0 225

天 草 市 26,178 370,551 266,578 86,746 9595 285,946 10,923 234

山 江 村 344,119 300,540 82,518 9490 1,013 6

水 俣 市 6,771 339,796 418,218 60,475 9750 0 0

荒 尾 市 335,670 385,643 5 76,114 91 75 303,357 21,390 227
芦 北 町 5,157 330,297 333,049 69,402 9474 0 0

球 磨 村 1,038 329,437 310,254 110,368 1 9419 0 0 335 1

津奈木町 1,357 277,262 297,960 88,418 9548 0 0

市町村計 475,012 500,558 308,705 88,732 91 11 3,432,265 10,358 177

最  高 621,690 嘉島町 423,130 阿蘇市 110,368 球磨村 10000 五木村 335 球磨村

最 低 277,262 津奈木田] 218,743 あさぎり町 60,475 水俣市 8755 熊本市 菊池市

(差 ) 344,428 204,387 49,893 1245 220

高/低 (倍 ) 207
「平成27年度熊本県国民健康保険事業状況報告書」、厚労省「国民健康保険年表」より作成
調定額=国民健康保険料 (税 )

*一般会計からの繰り入れ額の市町村平均は、繰り入れを行った市町村の一人当たり平均
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ば、20の 市町村が繰り入れを行い、 1人当たり繰り

入れ額は約 1万円となっています。

4)保険料と所得はつ り合つているか

更に上記の表から、保険料の負担感の目安になる

被保険者一人当たり保険料の所得に対する割合は、

最高の球磨村の33.5%か ら最低の菊池市の11.5%ま

でその差は実に22%です。

次の表―Ⅱは、上記の表―Iの 中から、一人平均所

得上位10市 町村と、下位10市 町村を取 り出して、そ

れぞれの所得、診療費、調定額、収納率の平均と、

所得に対する調定額の比率を比較したものです。

表―Ⅱ 平成27年度の所得上位 10、 下位10市町村の診

療費、調定額、収納率及び調定額所得比率の比較

所得下位の市町村の所得は、上位の 6割にとどまっ

ています。しかし、診療費は同じように掛かるので、

調定額は上位・下位ともほとんど変わりません。そ

の結果、所得に対する調定額の比率は、下位は上位

の1.64倍重 くなっています。しかも、所得下位の市

町村の国保負担が重いにも関らず、1又納率では差が

ありません。このような関係は、同じ市町村の中で

も起こっているのではないかと考えられます。

これらの事実から、無理をしてでも国保料を納め

てきた住民の苦労と、国保財政の収支を合わせるた

めに悪戦苦闘してきた市町村の苦労のほどが見えて

きます。

新しい制度の中で、これらの問題がどのようにな

るのかしっかり見守る必要があります。

5)示 さねた市町村別納付金・標準保険料の

算定 〈本算定〉

今後、県全体の国民健康保険の医療費を賄うため

に、市町村はそれぞれに納付金を収める事になりま

すが、県はこの 1月 、その納付金が確保できる一人

当たり平均保険料を、医療費や所得、平均年齢など

を検討したとして市町村別に示しました。

次の頁表―Ⅲは、県から示された平成28年 度の被

保険者一人平均の保険料と平成30年度の保険料 (実

際の保険料から法定減免額を除いたもの)の増減を

示しています。更に、平成27年度と平成30年度平均

保険料を平成27年度の一人当たり所得で割って、そ

の比率の変化を見たものです。所得による負担感の

変化と市町村比較を試みたものです。

平成28年度と平成30年度を比較して、保険料の増

える市町村が33で 、増加額の最高は嘉島町 (9,892

円)、 次は産山村 (8,990円 )、 菊池市 (8,143円 )、 菊

陽町 (7,556円 )、 五木村 (7,020円 )と 続き、5,000

円以上増加する市町村が合わせて15、 4,000円 以上

増加するの市町村が合わせて20と なっています。保

険料が減るのは12市 町村で、最高は西原村 (-1万

6,881円 )、 次が津奈木町 (-8,021円 、水上村

(-5,580円 )、 錦町 (-4,775円 )、 甲佐町 (-4,686

円)、 上天草市 (-3,962円 )と 続きます。

平成28年 度の保険料の最高は西原村の11万 9,414

円、最低は水俣市の 5万 2,181円 でした。その差は

2.29倍ありましたが、それが平成30年度では、最高

の嘉島町の10万 5,603円、最低の津奈木町の 4万 9,420

円と、2.14倍に縮まりました。しかし依然として 2

倍以上あります。

保険料の上がる市町村も下がる市町村もあります

が、保険料の平準化はまだ進んでいません。

6)依然として高い所得に対する保険料の比率

次に一人当たり保険料を所得と比較した負担感の

比較です。

平成30年度、所得に対する保険料の比率が最も高

いのは荒尾市 (23.6%)で、これに玉東町 (22.8%)、

和水町 (22.1%)、 相良村 (21.7%)、 球磨村 (20.7

%)と 続き、18の市町村が19%以上を占めています。

反対に所得に対する保険料の比率が低いのは、菊陽

町 (15.1%)、 苓北町 (16.1%)、 菊池市 (16.5%)、

熊本市 (16.6%)、 津奈木町 (16.3%)、 菊池市 (16.

5%)、 水俣市 (16.7%)な どです。これらの市町は

17%以下です。

今度の県の改定案で、所得に対する保険料の比率

が高まったのは、最高は産山村 (1.9%)、 次が五木

村 (1.7%)、 球磨村 (1.6%)と 続き、反対に下がる

のは最高の西原村 (-3.1%)、 次が津奈木町 (-2.9

%)、 水上村 (-1.5%)、 甲佐町 (-11%)、 錦町 (―

1.0%)な どです。県平均では、平成28年度16.8%か

ら平成30年度17.6%へ と0.8%高 まっています。所得

に対する保険料の比率は依然として高いことが分か

ります。

所 得 診療費 調定額 収納率
調足額
所得比

上位10平均 558,328 323,760 81,863 9292

下位10平均 346,105 325,979 82,468 9528 24C

差 (下位―上位)
-212,223 2,219 608 236

率 (下位/上位) 062



表―Ⅲ 平成30年国保料 (本算定)と その増減、および保険料の所得比の変化、平成27年度の繰り入れの有無

」ド日丁木寸言十
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H28-H30
保険料

H28年度 H30年度 所

の
靴
甑
而

繰 入所得比 順位 所得比 順位

(円 )A 順位 (円 ) B 順位 (円)C 順位 増減 順位 (B/A× 100) (C/A× 100)

嘉 島 町 621,690 1 95,711 105,603 1 9,892 1 ○

氷 600,179 2 90,817 97,035 6,218 162

菊 陽 町 582,221 3 80,148 87,704 7,556

あさぎり町 552,469 4 107,014 103,622 -3,392 188 ○

熊 本 市 550,824 5 87,048 91,524 4,476

菊 池 市 544,736 6 81,528 89,671 8、 143 ○

西 原 村 539,734 7 119,414 1 102,533 -16,881 2 ○

八 代 市 536,392 8 88,324 91,151 2,827 ○

宇 城 市 530,055 9 91,958 93,631 1,673 ○

阿 蘇 市 524,983 94,568 7 100,274 5,706 11

玉 名 市 520,313 93,040 99,464 6,424

益 城 町 512,771 1    12 89,640 93,175 3,535

大 津 町 505,638 90,465 96,436 5,971

合 志 市 495,397     14 87,888 17 94,756 6,868 77

多良木町 487,392     15 81,616 86,368 4,752 177 ○

国 町 487,038     16 90,745 91,181

産 山 村 485,389 76,638 85,628 8,990 1 ○

山 鹿 市 484,238 79,104 85321 6,217 ○

金吊    BI 477,380 90,948 86,173 -4,775

山 都 町 476,986 92,480 9 89,269 -3,211

南阿蘇村 463,533 96,206 5 93310 -2,896

宇 土 市 455,651 72,214 77,346 5,132 ○

高 森 町 455,153 85,841 86,382 17

本目 fこ  本寸 447,064 98,548 3 96,889 7 1,659 34 220 4 ○

苓 北 町 442304 65,449 71,309 5,860 9

和 水 町 96,675 4 96,830 221 ○

甲 佐 町 433,023 83,390 78,704 -4,686

南小国町 431,710     28 79314 80,217 903 ○

湯 前 町 423,929     29 82,815 85,216 2,401

五 木 村 420,052     30 65,750 72,770 7,020 57 2 ○

上天草市 418,881 78,930 74,968 -3,962

美 里 町 418,875 77,184 4,239 ○

御 船 町 416,778 81,750 78,434 -3,316

人 吉 市 177 81,490 83,190 1,700 9 202

長 洲 町 392,940 70,051 75,491 5,440 192 7

水 上 村 381,869 78,838 73,258 -5,580 206 8 ○

南 関 町 381,230 71,592 75,225 3,633

玉 東 町 370,822 79,920 84,519 4,599 5 228 2

天 草 市 370,551 65,901 69,408 3,507

山 江 村 344,119 64,676 62,429 -2,247 -07

水 俣 市 339,796 52,181 56,814 4.633 8

荒 尾 市 335,670 77,218 79,206 1,988 230 1 236 1 ○

芦 北 町 330,297 58,434 61,832 3,398

球 磨 村 329,437 62,663 68,080 5,417 207 3 ○

津奈木町 277,262 57.441 49,420 -8,021 207 7

市町村計 500,558 84,344 88,090 3,746 168

最  高 621,690 嘉島町 119,414 西原村 105,603 嘉島町 9,892 嘉島町 230 荒尾市 236 荒尾市 産山村

最 低 277,262 津奈木町 52,181 水俣市 49,420 津奈木明 -16,881 西原村 菊陽町 菊陽町 西原村

差 344,428 67,233 56,183 26,773

2018年 3月 1日 暮らしと自治 くまもと 3月 号 〔9〕

「平成27年度熊本県国民健康保険事業状況報告書」、熊本県「平成30年度の国民健康保険の標準保険料の算定 (本算定)結果について (2018
年 1月 29日 )」 より作成
註 1:平成30年度の被保険者一人当たり平均所得は、平成27年度と変わらないものとして計算した。
註2:「繰入」は平成27年度一般会計から繰り入れを行なった市町村
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以上見たように、県が示した平成30年度の「標準

保険料率」は、県も「当面は無理な保険料水準の統

一は行わない」としているように、医療費等の現状

に合わせて慎重に決定されているといえます。とは

いえ、国保加入者の所得に対する保険料の比率は高

まっており、負担感は相当なものがあります。

7)確 認 しておきたい “最後の砦"と しての

国民健康保険とその特徴

県の「運営方針」はまず、「国民健康保険は、被

用者保険に加入する人を除く全ての人を被保険者と

する公的保険制度であり、国民皆保険の最後の砦と

もいえるものです」と「最後の砦」であることを強

調 しています。その上で、国民健康保険の特徴を

「国保は、高齢者や低所得者の加入割合が高く、医

療費水準も高いことから財政基盤が脆弱であり、ま

た、市町村単位で運営されていることから、小規模

な市町村では財政運営が不安定になるリスクがある

など、構造的な課題をかかえています」と述べてい

ます。

この件に関し、立教大学教授の柴田英昭氏等の社

会保障政策研究会は、その著書『高齢期社会保障改

革を読み解く』で、被用者保険と比較した場合の市

町村国保の実態を次のように纏めています。こうし

て柴田教授らは、国保は医療費が高く所得水準も低

いとなれば、十分な公費負担か高い保険料負担がな

い限り、国保財政は逼迫して当然であると指摘して

います。

8)住 民の声を聞き、国保を住民の暮 らしの

実態に合うものに

当面は激変緩和期間があるとはいえ、県に国民健

康保険の財政運営の主体が移ることによって、市町

村は国保財政の収支尻を合わせることを一層強いら

れることになります。1又納率向上のインセンテイブ

に対して、市町村はその目標実現のために取り組み

を一層強めていくでしよう。懸念されることは、国

保料の引き上げとその徴収が一層強化され、住民の

暮らしの実態がなおざりにされないかということで

す。

全日本民主医療機関連合会が、2016年 の「経済的

理由による手遅れ死亡事例」の調査結果を発表した

ことが各紙に出ていました。その調査によると、一

年間で58人が死亡し、無保険、国保の資格証明書・

短期保険証が34件、「経済的理由」「国保加入手続き

せず」は24件などでした。国保の滞納者には厳しい

制裁措置があります。

憲法25条 は、「すべて国民は、健康で文化的な最

低限度の生活を営む権利を有する」と謳い、国民健

康保険法は第一条で「この法律は、国民健康保険事

業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民

保健の向上に寄与することを目的とする」と謳って

います。

国民健康保険の財政運営の責任主体が県に移るに

当たって、各市町村は、住民の福祉の向上の視点に

立って、県との関係で問題点を明確にして要求して

いくと共に、国に対しても正当な財源を要求してい

くことが強く求められているといえます。

最後の砦としての国民健康保険が、安心して住み

続けられるまちづくりの一環として生かされること

を願わずにいられません。

，
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認表―Ⅳ 市町村国保の特徴 (被用者保険との比較)(2016年 度 )
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国
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者
度嚇馴

後
医

加入者平均年齢 515歳 367歳 344歳 332歳 823方元

65～ 74歳の年齢害]合 378% 60% 30% 15% 24%

加入者一人当たり医療費 333万円 167万 円 149万 円 155万 円 932万円

加入者一人当たり平均所得 (A) 86万円 142万 円 207万 円 230万円 83万円

―世帯当たり平均 144万 円 246万円 384万円 451万円

加入者一人当たり平均保険料 (B) 85万円 107万 円 118万 円 139万 円 69万 円

―世帯当たり平均保険料 143万 円 187万 円 220万円 272万円

保険料負担率 (B÷ A× 100) 99% 76% 57% 60% 83%
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参加者に喜ばれた地方議員研修会
理事 福 山 健 氏

3月 の定例の議会に向けて、県内地方議員の研修

会をコモン神水で開き、 7名の参加がありました。

3月 の議会は予算議会とも言われ、次年度の予算

が決められる重要な議会です。

この予算議会を前に、次の 3つのテーマでの研修

会を開きました。

予算議会に向けて

「予算は直接住民の生活を左右し、その福祉のい

かんを決するものである。首長も議会も健全な予算

を作成しなければならない」と、予算の意義と考え

方について説明されました。予算の原則については、

「会計年度独立の原則として、歳出はその年度の歳

入をもって充てなければならない」「予算は全て公

開して住民に知らせなければならない」など6項 目

について説明されました。また、予算の構成や予算

の補修正について、予算審議の着眼点についてなど

「議員必携」を参考に説明がありました。

県内一般質問の状況

昨年の9月 と12月 の議会でどのような一般質問が

行われていたのか、その調査結果と分析について報

告がありました。13の議会を傍聴すると、90名 の議

員が242の 項目について一般質問されていました。

そのうち最も多かった項目が、前年の地震災害に関

して54、 次いで行政のチェック42で した。そして地

域の活性化、公共施設について、こども子育て、道

路交通と続いていました。

特徴としては、議員の身近で気づきやすいテーマ

での質問が多くなされていましたが、直面する国保

や介護、地域の再生、予算決算など一定の情報や知

識がなければ質問できない項目での質問が少ないと

いう印象でした。

3月 の議会では、さっそく次年度の国保税の額を

決めることになります。差し迫っていた国保の都道

府県化については、242項 目中で 6件だけしかあり

ませんでした。

国保の都道府県化でどうなる

(詳細は今号の別ページ参照)

各種のアンケー ト調査で住民の負担が最も重いと

感じるものの トップに上げられるのが国保税と介護

保険料です。その国保の財政運営を、県が担うこと

でどう変わるのでしょうか。県は「国民健康保険は

保険だから、市町村でかかる医療費は全てそれぞれ

の市町村で賄いなさい」と、あくまでも保険原理を

強調しています。また向こう5年間で保険料率の統

一と赤字の解消を目指しています。市町村毎に診療

費、所得、収納率などで大きな違いがあり、一律に

はいかないであろうことが多くの資料で説明されま

した。また、ある町の議会で、 くまもと自治研と会

員の議員さんとの共同で一般質問を行った事例の報

告もあり、「助言と豊富な資料を頂き、ありがとう

ございました」とのお礼が寄せられたことが紹介さ

れました。

研修会の感想として、「良い資料を得られました。

行政の職員も参加してもらいたい。介護についての

研修会もやって欲しい」などがありました。

議員研修会については、定例議会の前に適宜テー

マを決めて開催 しています。学びたいテーマがあ

ればご提案 ください。

また地方議員からの個別の相談 も、相談窓口を

設けて対応 しています。一般質問の作 り方、議会

報告の作成援助、各種資料のお尋ねなど、お気軽

に事務局までご連絡 ください。
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地方議員や自治体職員、一般市民など約2,000人

が集まる全国自治体学校が 7月の21日 ～23日 に福岡

市で開なれます。今回で60回 目を数える自治体学校

ですが、九州で開かれるのは初めてのことです。

21日 の全体会は福岡市民会館大ホールで行われ、

有名な学者 。文化人などによるシンポジウムが予定

されています。22日 には12の講座・分科会が西南学

院大学で開かれます。た<さんの講座・分科会があ

りますので、参力0者の関ノらに応えるものが必ず―つ

か二つは見つかるはずです。これと並行して、現地

分科会として長崎 。熊本の現地を視察する企画が進

んでいます。夜には、楽しい企画として地酒を楽し

ぬ会が西新パレスで行われます。これも自由参加と

なっています。 3日 目の23日 は特別講演と参力□者感

想発表が行われる予定です。

その他の参力□費用や宿泊など|こ ついても、東京と

福岡の実行委員会で検討が進んでいますので、決ま

り次第あ知らせいたします。全国で地方自治に携わつ

ているた<さんの人たちが集まる熱気あふれる企画

です。多<のものを得ることができる絶好の場です。

7月 21～ 23日 をスケジュールに書き込み、ご参加下

さることを期待します。 理事 福山 健氏
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～そのニオイから身を守るには

岡田 幹治 (著 )

出版社「金曜日」 1,512円 +(税 )

花粉症より怖い|?柔軟剤や芳香剤が原因の「香

害」が増えつづけている。だれでもがかかりうる

新しい現代病に取りくんだ初めての単行本 !

ここ数年、「香り付け」がブー

ム、テレビでは柔軟剤や消臭除

菌スプレーのCMが たくさん。

でも実はこの「香り」、危険が

いっぱいなのです。含まれてい

る化学物質が悪さをはたらくか

らです。

どれだけの被害があるのか一―。

本書は、恐るべき実態から原因、対策まですべて

!を 網羅しています。この1冊 が読者を「香害」か

lら 守ります。
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全国注視のC護市長選挙。開票結果の期日前投票

率が44%とのこと、あり得ない話だが現実に事実と

して今存在している。これは、推進派 (=辺野古新

基地推進派)が企業ぐるみ選挙で期日前投票を利用

したものだつた。

推進派が企業を取り込み、推進派の候補者をトッ

プダウンで支持させようとする。この時、職員や従

業員はほとんどの場合、後の災いを避けるため、そ

れに従おうとする。

反対派 (=辺野古新基地反対派)は、これを打破

する方は、①企業ぐるみ選挙の持つ民意の無視や反

民主的な性格を徹底して打破することである。②選

挙前の辺野古新基地の世論調査でも、推進は14%、

反対は82%である。これらは企業の職員や従業員も

かざつているのである。オスプレイ100機体制、海

兵隊員3,800名の増派、これらも市民生活 |こ 必ず悪

影響を及ぼすのである。人は感性で決定し、理性で

正当化する。この視点が大切ではないかと思われる。

輻集時記
社会的にはまだまだ認知がすすんでいない化

学物質過敏症。社会や環境の変化に伴い弊害が

発生するのは世の常だが、「自分には関係ない」

と知らんぷりを決め込んでいると、いつの間に

か我が身に降りかかることも。地道に、堅実に

活動を続けるくまもとCSの会の皆さん、これ

からも社会問題として「見える化」し警鐘を鳴

経営労務コンサルタン ト 渡邊 靖弘

く注目のイベント>

ノヽンセン病家族訴訟提訴2周年集会

◇と き 3月 16日 (金 )18:30～
◇ところ 熊本市国際交流会館ホール

◇講 演 黒坂愛衣東北学院大学准教授

◇主 催 ハンセン病家族訴訟原告団/同弁護

団/ハ ンセン病国倍訴訟を支援する

者ヽ・賞旨本 (TEL 096-322-2515)
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